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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年８月２３日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２３年７月３０日（土） ２３時００分ごろ 

発生場所 兵庫県豊岡市捨
すて

ケ
が

鼻
はな

付近 

 捨ケ鼻灯台から真方位３１９°９０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３９.６′ 東経１３４°５１.１′） 

事故調査の経過  平成２３年９月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 誠
せい

進
しん

丸、１.２トン 

 ２５１－２００１９兵庫、個人所有 

 ６.９６ｍ（Lr）×１.８６ｍ×０.５７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４０kＷ、昭和５６年５月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６２歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和６１年９月１９日 

  免許証交付日 平成２３年５月１９日 

         （平成２８年９月１８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底部に擦過傷、プロペラシャフト及び舵を曲損 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、友人１人を乗せ、捨ケ鼻の北東方３.０

海里（Ｍ）付近の釣り場で錨泊し、平成２３年７月３０日１７時３０分ご

ろからいか釣りを行い、２２時３０分ごろ釣りを終えて帰途についた。 

 船長は、白色全周灯と両色灯を表示して手動操舵に就き、ＧＰＳプロッ

ターを作動させて約５ノットの対地速力とし、捨ケ鼻灯台（単閃白光、毎

３秒に１閃光、光達距離７Ｍ、灯高５６ｍ）と豊岡市所在の猿ケ城
さるがじょう

灯台

（単閃白光、毎４秒に１閃光、光達距離７Ｍ、灯高４６ｍ）の中間に向

け、両灯台の灯光を目視で確認しながら南西進した。 

 船長は、捨ケ鼻沖に接近した頃、それまで左舷船首方に見えていた捨ケ

鼻灯台の灯光が見えなくなり、月明かりがなかったので捨ケ鼻付近の海岸

線を視認することができなかったが航海を続けていたところ、本船が２３

時００分ごろ捨ケ鼻の陸岸付近の浅所に乗り揚げた。 

 本船は、機関が止まって始動できず、離礁できなかったので、２３時１０

分ごろ携帯電話で１１８番通報した。 

 本船は、潮が満ちたことで自然離礁し、最寄りのマリーナの救助艇によ

り、マリーナへえい
．．

航された。 
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 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮中央期、潮高 約２３㎝（津居山） 

月齢等：月齢 ２８.８、月出時刻 ０４時１８分、月没時刻 １８時３１分

 その他の事項  本船には、操舵室がなく、操舵スタンドが設置されており、ＧＰＳプロッ

ターを装備していたが、画面を見るためには、のぞき込まなければならな

かった。なお、ＧＰＳプロッターは、航跡が記録されないものであった。 

 船長は、約３年前から本船で釣りに出掛けるようになり、本事故発生場

所付近は、これまでに約２０回航行したことがあった。 

 本船の喫水は、船首約０.２ｍ、船尾約０.８ｍであった。 

 船長及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、捨ケ鼻北東方沖を南西進中、船長が、

目視で確認していた左舷船首方の捨ケ鼻灯台の灯

光が見えなくなり、また、捨ケ鼻付近の海岸線を

視認することができなかったものの、目視のみで

航行を続けたことから、捨ケ鼻に接近しているこ

とに気付かず、捨ケ鼻付近の浅所に乗り揚げたも

のと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が捨ケ鼻北東方沖を南西進中、船長が、目視で確

認していた左舷船首方の捨ケ鼻灯台の灯光が見えなくなり、また、捨ケ鼻

付近の海岸線を視認することができなかったものの、目視のみで航行を続

けたため、捨ケ鼻に接近していることに気付かず、捨ケ鼻付近の浅所に乗

り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・夜間の航海をする場合には、目視による見張りに加え、ＧＰＳプロッ

ターを活用して船位の確認を行うこと。 

 




